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○ 労災保険・雇用保険と統合

し、独自給付は職務外疾病部

門と一体的に実施 
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○ 船員保険特別会計は廃止 

 
 ※ あわせて、雇用保険法改正に伴う改正（国庫負担の見直し等）の

ほか、統合を前提に、失業部門の保険料率（被保険者負担分に限る）

の引下げを平成 19 年４月より実施予定。


